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 この特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護（以下、「特定施設入

居者生活介護等」とする。）重要事項説明書は、利用希望者が、特定施設入居者生活介護等

を受けられるに際し、利用希望者や利用者代理人に対し、当法人の事業運営規程の概要や事

業所の従事者などの勤務体制等、利用希望者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記したものです。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定等の結果「要支援」「要介護」と認定

された方が対象となります。要介護認定等をまだ受けていない方でも サービスの

利用は可能です。 

 

１． 経営する当法人の概要 

（１）法人の概要 

  ① 法人名   タカハシライフサポート株式会社 

  ② 法人所在地 北海道網走市南６条西２丁目２番地 

  ③ 電話番号  0152-43-0018 

  ④ 代表者氏名 代表取締役  小澤 友基隆 

  ⑤ 設立年月日 令和２年  ４月 １３日 

 

２．特定施設入居者生活介護事業の概要 

（１）施設の種類  特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

          令和２年 ４月 １３日指定   北海道 0175300755号 

（２）施設の名称  サービス付き高齢者向け住宅  花・水・木 

（３）施設の所在地 北海道網走市字二ツ岩 1番地 1 

（４）電話番号   ０１５２－４４－１２８８ 

（５）管理者氏名  森下 哲夫 

（６）当施設の運営方針（運営理念） 

①ノーマライゼーションの考え方に基づき、高齢者本人の意思を尊重し、誰もが自立し

た自己実現が出来る地域福祉の構築を目指す。 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（北海道指定 第 0175300755 号） 



②高齢者の経験と知識に対して、常に尊敬の念と敬意の念を持って接すると共に、教え

て頂くという姿勢を忘れない。 

③自分がされたらいやなことは、決して他人にはしない。 

④一期一会の精神を理解し、その一瞬を大切にすること。 

⑤初心を忘れず、常に自分一人の力ではなく、周りの協力があって初めて物事が達成さ

れるということも、常に念頭に置いて感謝の気持ちを忘れない。 

⑥ホスピタリティの精神のもと、思いやりと心からのおもてなしによる洗練されたサー

ビスを提供し、ご利用者が言葉にされないニーズにもお応えする。 

（７）開設年月   令和 ２年 ４月 １３日 

（８）入所定員   ４７人 

 

３．施設の概要 

（１）建物の構造  鉄骨造 地上７階 

（２）建物延べ床面積  1652.76 ㎡  

（３）居室等の概要 

   当施設では以下の居室をご用意しています。入所される居室は、原則として１人部屋

です。利用する居室は、利用者に選んで頂き決定します。 

居室・設備の種類 室数 備考 

個室（１人部屋） ４７室 各階１１～１２室 

一時介護室 1ヵ所 １階 

相談室 １ヵ所 １階 

食堂 １ヵ所 １階 

大浴場（浴室） ２ヵ所 １階 

個浴 ８ヵ所 ２～５階（各フロア２ヵ所） 

   

事務室 １ヵ所 １階 

機能訓練室 １ヵ所 １階 

台所 ４ヵ所 ２～５階（各フロア２ヵ所） 

   

   

☆ 居室の変更：利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により

施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があ

ります。その際には、利用者や利用者代理人と協議の上、決定するものとします。 

 

 

 

 



４．職員の配置状況 

 当施設では、利用者に対して特定施設入居者生活介護等を提供する職員として、以下の職

種の職員を配置しています。 

＜配置職員の職種＞ 

  介護職員･･･利用者の日常生活の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行います。

利用者主体の介護サービスに努めます。３名の利用者に対して１名以上の

介護職員（看護職員含む）を配置しています。 

  生活相談員･･･利用者の日常生活上の相談に応じます。利用者主体のサービスに努め

ます。 

  看護職員･･･主に利用者の健康管理や療養上のサービスを行いますが、日常生活上の介

護、介助等も行います。利用者主体のサービスに努めます。 

  機能訓練指導員･･･利用者の機能訓練を担当します。利用者主体のサービスに努めます。 

 

＜主な職員の配置状況＞     ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 勤務形態及び人員 

管理者 【常 勤 １名】 専従 ・ 兼務（生活相談員と兼務） 

介護職員 【常 勤 6 名】 専従 6 名 ・ 兼務  名 

兼務内訳：（     名／兼務  名） 

【非常勤 6 名】 専従 6 名 

看護職員 【常 勤 2 名】 専従 1 名／兼務 1 名 

兼務内訳：（機能訓練指導員と兼務 1名／    と兼務  名） 

【非常勤   名】 専従  名 

生活相談員 【常 勤 1 名】 専従  名／兼務 1 名 

兼務内訳：（ 管理者 と兼務 1名／       と兼務  名）  

機能訓練指導

員 

【常 勤 1 名】 専従  名／兼務 1 名 

兼務内訳：（看護職員と兼務  1名／       と兼務  名） 

【非常勤  名】 専従  名／兼務  名（       と兼務） 

計画作成担当

者 

【常 勤 １ 名】 専従  名／兼務 １ 名 

（介護従事者 と兼務） 

【非常勤  名】（専従） 

令和７年９月現在 

  



＜主な職員の勤務体制＞ 

職種 勤務体制 

１．介護職員 

標準的な時間帯 

早 出： ７：００～１６：００ 

日 勤： ９：００～１８：００ 

遅 出：１１：００～２０：００ 

夜 勤：２０：００～翌９：００ 

２．看護職員 同上 

３．機能訓練指導員 同上 

４．生活相談員 同上 

５．計画作成担当者 同上 

 

５．当施設が提供するサービス 

 当施設では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

（１）入 浴 

  ・入浴（清拭等）は、利用者の希望の時間や回数により入浴できます。 

  ・寝たきりでも介護職員等が２人で行う等の方法により入浴することができます。 

（２）食 事 

  ・食事は、利用者の希望の形態や時間等、自由に食事ができます。 

  ・利用者の希望により、自立支援に向けたサービスを行います。 

（３） 排 泄 

・排泄におけるサービスは、利用者のプライバシーや羞恥心等を十分に踏まえた上、自

立支援に向けたサービスを行います。 

（４）相 談 

  ・居室等、利用者のプライバシーや羞恥心等を十分に踏まえた上、必要な助言その他援

助等のサービスに努めます。 

（５）機能訓練 

・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要

な機能の回復又はその減退を防止するためのサービスを実施します。 

（６）その他日常生活の支援 

  ・離床や更衣・整容など、その方の日常生活上の必要な支援を行います。 

 

６．サービス提供における留意点 

  当施設では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

（１） 利用者が生活の主体者となれるようサービスに努めます。 

（２） 利用者の意思優先を前提に生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

（３） 利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携の上、

本人の意思を確認し通院等のサービスに努めます。 

 



（４） 利用者に提供したサービスについて記録を作成し、サービス完結の日から５年間保

管するとともに、利用者又は利用者代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付

します。 

（５） 利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

ただし、ご契約者又は他の利用者の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない

場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があり

ます。（同意書をとります） 

（６） 事業者及びサービス提供者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た

利用者又は利用者代理人に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。

（守秘義務） 

    ただし、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の

心身等の情報を提供いたします。 

（７） 虐待防止について、ご利用者等の人権、虐待防止のために以下に掲げる通り必要な

措置を講じます。 

    ①介護職員その他従業員又は擁護者（現に養護している家族・親族・同居人等）に

よる虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合、速やかにこれを市町村に

通報します。 

    ②虐待防止委員会を設置します。 

    ③サービス提供中、職員又は擁護者（現に養護している家族・親族・同居人等）に

よる虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合、速やかにこれを市町村に

通報します。 

 

７．契約締結からサービス提供までの流れ 

  利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入居後作成す

る「特定施設サービス計画（介護計画）」に定めます。 

  介護計画の作成及びその変更は次の通り行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①当施設の介護支援専門員等に介護計画の原案作成やそのために必要な調

査等の業務を担当させます。 

②その担当者は介護計画の原案について、利用者及び利用者代理人に対し

て説明し、同意を得た上で決定します。 

③介護計画は、原則６ヶ月に１回見直しをします。また、病気や体調の変

化、退院後やニーズの変化、要介護認定の更新等に合わせ見直し等を行い

ます。 

④介護計画が変更された場合には、利用者に対して書面を交付し、その内

容を確認していただきます。 



８．入居に関する費用について 

（１）利用者又は利用者代理人は、サービスの対価として別添の料金表に定める料金の月ご

との合計額を支払うこととする。 

（２）事業者は、翌月の料金（家賃、共益費）と前月分の食費と介護保険利用者負担分の合

計額を請求書に明細を添付して、当月２０日までに利用者又は利用者代理人に通知

することとする。 

（３）利用者又は利用者代理人は、翌月の料金と前月分の介護保険利用者負担分の合計額を

所定の日までに別途定めた方法で支払うこととする。 

（４）事業者は、利用者又は利用者代理人から料金の支払いを受領したときは、利用者又は

利用者代理人に対して領収証を発行する。 

（５）利用者が事業所に籍をおいたうえで、外泊で居室を不在とする場合でも家賃、共益費

の料金は発生する。但し、入院の場合は共益費のみ日割りとさせていただきます。 

（６）利用者が要介護認定で要支援または要介護と認定された場合、特定施設入居者生活介

護サービスを適用する。 

（７）利用者又は利用者代理人は、別添の料金表に定めるその他の費用並びにサービス提供

に係る諸費用について、随時その実費を支払うこととする。事業者はその費用につい

て、出来る限り事前に、使用の内容と見込まれる費用の額をお知らせすることとする。 

（８）利用料金のお支払い方法について、前記の毎月かかる料金・費用は、１ヶ月ごとに計

算し、毎月１５日頃ご請求しますので、当月の所定の日までに以下のいずれかの方法

でお支払い下さい。（１ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日

数に基づいて日割り計算した金額とします。） 

① 指定口座への振込み 

網走信用金庫 本店 普通預金 ０６３３８０１ 

タカハシライフサポート株式会社 

※振込み手数料はご利用者負担となります。 

 

 

９．必要な物品等について 

（１）事業所で設置している備品について 

個室内 洗面台、トイレ、暖房器具、収納 

（２）利用者及び利用者代理人にてご用意いただくものについて 

 居室内のタンス等収納家具、衣類・タオル等身の回りの品、布団類、 

居室内でのテレビ等電化製品、居室内でのティッシュペーパー等日用品 

 

１０．契約の更新と解約について 

  契約の有効期間は、契約締結の日から利用者の要介護認定の有効期間満了日までです

が、契約期間満了の３０日前までに利用者及び利用者代理人から契約終了の申し入れが



ない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。 

  契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができ

ます。 

 ① 利用者が死亡した場合 

 ② 施設への入居契約が終了した場合 

 ③ 事業者が破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合 

 ④ 施設の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能となった場合 

 ⑤ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

 ⑥ 利用者から解約又は契約解除の申出があった場合 

 ⑦ 事業者から契約解除を申し出た場合 

（１）利用者からの解約・契約解除の申し出 

  契約の有効期間であっても、利用者から入居契約を解約することができます。その場合

には、契約終了を希望する日の３０日前までに解約申込書をご提出ください。 

  ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② 事業者もしくは従業者が正当な理由なく本契約に定める特定施設入居者生活介護サ

ービスを実施しない場合 

③ 事業者もしくは従業者が守秘義務に違反した場合 

④ 事業者もしくは従業者が故意又は重大な過失により利用者の身体・財物・信用等を

傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる

場合 

⑤ 他の利用者によって利用者の身体・財物・信用等を傷つけた場合、もしくは傷つける

恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

（２）事業者からの契約解除の申し出  

  以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

① 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ

を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさ

せた場合 

② 利用者及び利用者代理人による利用料金の支払いが２ヶ月以上遅延し、料金を支払

うよう催促したにもかかわらず、催促した日から１５日以内に支払われない場合。 

③ 利用者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス提供者もしくは他の利用

者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うこと等によって、

本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

（３）契約終了に伴うサービス 

  契約が終了する場合には、事業者は利用者及び利用者代理人の希望、利用者が退居後に

おかれることになる環境等を勘案し、円滑な退居のための援助をする。 

（４）退居の際の費用について 

  退居の際は、居室のクリーニング費用をご請求致します。 



１１．入居中の医療の提供について 

 医療を必要とする場合は、利用者の希望により慣れ親しんだ医療機関を始め、下記協力医

療機関において診療や入院治療を受けることができます。（ただし、下記医療機関での優先

的な診療・入院治療を保障するものではありません。また、下記医療機関での診療・治療を

義務付けるものでもありません。） 

 

 

 

 協力医療機関 

医療機関名称 所在地 診療科目 

医療法人社団 網走中央病院 網走市南６条東１丁目７ 内科 

網走歯科クリニック 網走市潮見 7丁目８-１２ 歯科 

 

１２．苦情の受付について 

（１）当施設における苦情の受付 

 当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

①  当事業所の苦情・相談窓口 

森下 哲夫 ０１５２－４４－１２８８ 

② その他の苦情・相談窓口 

北海道国民健康保険団体連合会 

介護･障害者支援課 企画苦情係 

所在地：札幌市中央区南２条西１４丁目 

電話番号:011-231-5161（平日 9：00～17：00） 

網走市介護福祉課 
所在地：北海道網走市南６条東４丁目 

電話番号:0152-44-6111（平日 8：30～17：30） 

 

１３．損害賠償について 

当事業所が利用者に対して行うサービスの提供により、事故が発生した場合には、速

やかに利用者及び利用者代理人と保険者に連絡するとともに、介護支援専門員、関係機

関等に連絡し、必要な処置を講じます。 

 また、当事業所が利用者に対して提供したサービスにおいて、損害賠償をすべき事故

が発生した場合には、加入先の損害保険会社と連絡をとり損害賠償を速やかに行いま

す。 

 ただし、その損害の発生について、契約者の故意又は過失が認められる場合には、利

用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額

を減じる場合があります。 

  



令和   年   月   日 

 

サービスの提供にあたり、利用者及び利用者代理人に対して本書面に基づいて重要な事

項を説明しました。 

 

 

 【事業者】 

法 人 名  ： タカハシライフサポート株式会社 

   法人代表者： 代表取締役 小澤 友基隆    印 

 事業所名  ： サービス付き高齢者向け住宅 花・水・木 

   介護保険事業者指定番号： ０１７５３００７５５ 

   所 在 地  ： 〒093-0086 北海道網走市字二ツ岩 1番地 1 

 

   説 明 者 ： 所 属  サービス付き高齢者向け住宅 花・水・木   

           氏 名  山崎 頼美              印  

 

 

 私は、本書面により、事業者から特定施設入居者生活介護等事業のサービスについての

重要事項の説明を受け同意しました。 

 

   利用者 ： 住 所                        

         氏 名                     印  

 

 利用者代理人： 住 所                        

         氏 名                     印  



別添１）料金表 

１．家賃等基本料金  

家賃 □洋室Ａ ３８，０００円  □洋室Ｂ  ４３，０００円 

□洋室Ｃ ４８，０００円  □和洋室Ｄ ５４，０００円 

□洋室Ｅ ６８，０００円   

共益費 ４４，８００円（Ａ～Ｄ）～５１，８００（Ｅ）／月額 

（水道光熱費、共有部家具・家電、備品等維持費、車両維持費） 

食事材料費  １，７００円／１日あたり （月３０日間の場合５１，０００円） 

 食事材料費、共益費については、物価や冷暖房使用時とそれ以外の期間等により毎月

の使用量が異なることが考えられます。そのため、必要に応じて年度ごとの料金改定を

行う場合があります。（事前通知をし、了承のもと行います） 

 

２．介護保険自己負担分 

 介護保険自己負担分の費用につきましては、下記の介護保険利用単位数の総数のうち、ご

利用者の自己負担割合に応じた金額となります。 

◇介護報酬 基本単位 

該当区分に○ 要介護状態等区分 １日あたり １ヶ月(30日間として)あたり 

 要支援１ １８３単位 ５，４９０単位 

 要支援２ ３１３単位 ９，３９０単位 

 要介護１ ５４４単位 １６，３２０単位 

 要介護２ ６０９単位 １８，２７０単位 

 要介護３ ６７９単位 ２０，３７０単位 

 要介護４ ７４４単位 ２２，３２０単位 

 要介護５ ８１３単位 ２４，３９０単位 

 ◇介護報酬 加算単位 

算定の

有無 
加算名 加算の算定要件 

 

入居継続 

支援加算 

口腔内・鼻空内・期間カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻又は腸瘻によ

る経管栄養及び経鼻経管栄養を必要とする者の占める割合が利用者の

１５％以上であり、介護福祉士の数が常勤換算方法で利用者の数が６

又はその端数を増すごとに１以上であって、法令で定める従業者の員

数に欠如がない場合については１日に３６単位が加算されます。 

 

生活機能向上 

連携加算 

訪問又は通所リハビリテーション事業所等から理学療法士等が事業所

を訪問し、利用者の身体状況の評価を共同で行い作成した介護計画に

基づきサービス提供を行っている場合に１ヶ月につき２００単位が加

算されます。ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は１ヶ月

につき１００単位が加算されます。 



 
個別機能 

訓練加算 

機能訓練指導員の職務に専従する常勤の理学療法士や看護職員等を１

名配置し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成し計画的に機能訓練

を行っている場合、１日１２単位が加算されます。 

 夜間看護 

体制加算 

看護師と２４時間の連絡体制を確保し、健康管理及び重度化や終末期

への対応の体制を整えている場合に１日１０単位が加算されます。 

 若年性認知症 

入居者受入加算 

若年性認知症利用者の受入加算として１日あたり１２０単位が加算さ

れます。 

 
医療機関 

連携加算 

看護職員が利用者ごとに健康の状況を記録しており、協力医又は主治

医に対して利用者の健康の状態について月に１回以上情報を提供した

場合に１ヶ月につき８０単位が加算されます。 

 口腔衛生管理 

体制加算 

歯科医師等が介護職員に対し口腔ケアに関する技術的助言・指導を月

に１回以上行っている場合に１ヶ月につき３０単位が加算されます。 

 
栄養スクリー 

ニング加算 

利用開始時及び利用期間中６ヶ月に１度利用者の栄養状態について確

認を行い、利用者の栄養状態に関する情報を含んだ介護計画を作成す

る場合、１回につき５単位が加算されます。 

 
退院・退所時 

連携加算 

病院等から入居をした場合、入居した日から３０日以内の期間、１日

３０単位が加算されます。また、３０日を超える入院からの退院後等

にも同様に加算がされます。 

 

看取り介護加算 

看取り介護を受けた場合に以下の通り加算されます。 

死亡日以前４日～３０日以下 １日あたり１４４単位 

死亡日以前２日又は３日   １日あたり６８０単位 

死亡日           １日あたり１，２８０単位 

 
認知症専門 

ケア加算（Ⅰ） 

利用者の総数のうち日常生活自立度がランクⅢ～Ⅳ又はＭに該当する

利用者が２分の１以上であり、認知症介護に係る専門的な研修を受講

している職員を配置している場合１日３単位が加算されます。 

 
認知症専門 

ケア加算（Ⅱ） 

利用者の総数のうち日常生活自立度がランクⅢ～Ⅳ又はＭに該当する

利用者が２分の１以上であり、認知症介護の指導に係る専門的な研修

を受講している職員を配置している場合１日４単位が加算されます。 

 サービス提供体制

強化加算（Ⅰ）イ 

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が６０％以上である場

合に１日１８単位が加算されます。 

 サービス提供体制

強化加算（Ⅰ）ロ 

介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が５０％以上である場

合に１日１２単位が加算されます。 

 サービス提供体制

強化加算（Ⅱ） 

看護及び介護職員の総数のうち常勤職員の占める割合が７５％以上で

ある場合に１日６単位が加算されます。 

 サービス提供体制

強化加算（Ⅲ） 

事業所の職員の総数のうち、勤続年数が３年以上の者の占める割合が

３０％以上である場合に１日６単位が加算されます。 



 
介護職員処遇 

改善加算（Ⅱ） 

 

介護職員の賃金を改善する為に、職員の資質向上や雇用管理の改善等

を図り、職員が積極的なキャリア形成を行っていくことができる職場

環境を整備し運営を行っている場合に利用単位数の１２．２％が加算

されます。 

※利用開始後に要介護状態等区分の変更があった場合には、変更後の要介護状態等区分

に応じた単位数に変更となります。 

※各種の加算につきましては、事業者の運営の状況により算定の有無に変更が生じる場

合があります。 

 

３．その他の費用 

（１）理美容代、オムツ代、通院費用、個人の嗜好品購入等については、実費負担となりま

す。 

（２）外出や旅行等への職員の付き添いを要望される場合につきましては、付き添いを行う

職員分の交通運賃、入場料、食事代、宿泊費等の費用についてご負担をいただきます。 


